
子育て世代の総合的支援拠点
「はぐくみ館」開設！

　４月３日、子育て世代総合支援センター「はぐくみ館」の開
所式を行いました。開所式では、施設の愛称を命名した室之園
真由美さんと翔真くん（８歳）、陽斗くん（４歳）、大雅くん（1歳）
に賞状と記念品が贈られました。
　はぐくみ館は、子育て世代の総合相談拠点施設として、相談
者にとってより身近な場所で、教育・保育・保健などの妊娠期
から子育て期にわたるきめ細やかな支援のできる相談窓口とし
て設置しました。多くの人に利用していただき、「子どもたちを
すこやかにはぐくみ、安心して子育てができるまち」になるこ
とを目指していきます。お気軽にご相談ください。

＜相談日時＞
　原則予約制で、電話・対面による相談を行います。

・月曜日から金曜日　午前９時～午後４時
（木曜日は午後８時まで開設）

・土曜日　第２、第４の午前９時～正午

※５月13日㊏は、児童館まつりのためお休みです。

<相談開催日時>
　原則予約制で、電話・対面による相談を行います。
・月曜日から金曜日　午前９時～午後４時
　（木曜日は午後８時まで開設）
・土曜日　第２、第４の午前９時～正午

<相談内容>
こんなときどうしたら？
・妊娠したが不安
・妊娠中の過ごしかた
・子育てや学校生活で困っている
・子育てがつらい、うまくいかない
・言葉が遅い、発達が遅い、集団生活になじめない
・経済的に不安…など

5月の主な相談日程
・5月10日㊌ 午前９時30分～11時30分
　　　　　　　　・・・臨床心理士による相談
・5月16日㊋ 午後１時30分～3時30分
　　　　　　　　・・・子育て発達相談
・5月17日㊌ 午前10時～正午
　　　　　　　　・・・助産師相談

臨床心理士　児玉　真也
【メッセージ】
　子どもたちの成長や発達は一人ひとり
違いますし、周りからの影響も受けやす
いです。言葉と行動のちぐはぐさや、学習・
生活など気になる部分の理解・接し方、
子どもを取り巻く家庭環境の困りごとな
ど、お気軽にご相談ください。

保健師　谷口　誠子
【メッセージ】
　子育てや学校生活で困っている、発達が
遅い、集団生活になじめない、経済的に不
安など、子育てにかかわる問題に対して、
専門資格を持ったスタッフがご相談をお受

けします。各種関係機関と連携しながら、相談者と支援機
関の橋渡し役としての役割を果たしていきます。気軽に立
ち寄れるセンターになるようスタッフ一同心を込めて支援
していきます。助産師　島津　惠子

【メッセージ】
　妊娠から出産後の子育てについて、す
こやかなお子さんの成長を支援できるよ
う保護者の皆さんの子育てを応援してい
きます。思春期のお子さんの心配なこと
や不安なことなどもお気軽にご相談くだ
さい。

元教諭　坂本　裕文
【メッセージ】
　教育に関するご相談をお受けします。
学校での学習や生活面、教育費などで心
配なことや不安なことなど、遠慮なくご
相談ください。お子さんが明るく楽しい
学校生活をおくるため、まずは気軽にご
相談ください。

療育相談員　村上まゆみ
（社） 玉医会　有明地域療育支援センター

【メッセージ】
　「子どもの発達が気になる」・「子育ての
しにくさを感じている」・「子どもへのか
かわり方で悩んでいる」など、保護者の
方のご相談をお受けします。

保健師　澤田真奈美
【メッセージ】
　お子さんの健やかな成長・発達とお母
さんの子育て支援ができるよう、子育て
全般のご相談をお受けします。お気軽に
ご相談ください。お待ちしています。

はぐくみ館スタッフ紹介
定期相談会スタッフ はぐくみ館常駐スタッフ

問　はぐくみ館　☎78-4189　FAX 78-4199
よしいちはやく
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　熊本県では、「職場や地域をもっと心地よい場所にした
い」「地元に活気を取り戻したい」「みんなが活躍できる
場所を作りたい」という思いを持った皆さんに向けた男女
共同参画地域リーダー研修を行っています。
　平成28年度は、県内からの応募者22人が、東京都や埼
玉県への３日間の県外研修を中心とするプログラムに参加
し、地域が抱えるさまざまな課題などについて、男女共同
参画の視点を通して学びました。
　長洲町からは上沖洲区の田中緑さんが参加し、３月24日、
熊本県から修了書が交付され、中逸町長から田中さんに手
渡されました。
　田中さんは「男女共同参画の詳しい内容を理解していな
かったので、この研修を非常に楽しみしていました。地域
の中でのネットワークの作り方や『まずは、自分から』の
精神など、アドバイス
を頂きました。その貴
重な体験や取り組みは、
私の今後の地域活動の
目標になり大変参考に
なりました」と話しま
した。

　長洲町の宝である地域資源（あさり・金魚）
などの魅力を感じてもらうために、町と熊本も
のづくり塾・熊本北部漁業協同組合・町養魚組
合が連携し、次世代を担う子どもたちを対象に
「長洲町の宝発見！長洲町をもっと好きになる
産業体験ツアー」を開催します。

平成 28年度
男女共同参画地域リーダー育成研修

長洲町の宝・発見！ 

熊本県内在住のおおむね
20歳以上65歳未満の人
20人
6月８日㊍
総務課窓口または町ホーム
ページ掲載の参加申込書に
必要事項を記入の上、総務
課まで提出してください。

事前研修： ８月16日㊌
県外研修：10月20日㊎～22日㊐（予定）
　　　　 ［研修地：東京方面（２泊３日）］
事後研修： １月ごろ

※事前研修、事後研修は、くまもと県民交
流館パレアで開催

研修に係る費用の一部を補助します。
※詳しくは問い合わせください。

■対　　象

■募集人数
■申込期限
■申込方法

■研修日程

■日時
■場所
■内容

■募集人数
■参加費
■準備物
■申込期限

６月11日㊐　午前９時～午後４時（予定）
長洲海岸地先・町内養魚場・金魚の館
潮干狩り体験・海岸清掃　金魚学習　
金魚すくい体験　ものづくり体験  ほか
親子20組
１人　500円
着替え・米一合・水筒など
５月19日㊎

参 加 者 募 集

長洲町をもっと好きになる産業体験ツアー参加者募集！

問くまもと県民交流館パレア
☎096-355-1187

総務課　秘書係　☎78-3113

問・　農林水産課　農林水産係　☎78-3265

■県および町の補助
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防
災
マ
ッ
プ
を
更
新
し
ま
し
た

　

町
で
は
、
こ
れ
ま
で
風
水
害
や
地
震
に
備

え
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
生
命
財
産
を
守
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
平
成
21
年
度
に
防
災

マ
ッ
プ
、
24
年
度
に
標
高
マ
ッ
プ
、
25
年
度

に
地
震
マ
ッ
プ
を
作
成
し
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
、
津
波
浸
水
想
定
図
の
追
加
や
県
の

土
砂
災
害
危
険
区
域
の
見
直
し
を
受
け
て
、

こ
れ
ま
で
の
３
つ
の
マ
ッ
プ
を
統
一
し
、「
長

洲
町
総
合
防
災
マ
ッ
プ
」
と
し
て
更
新
を
行

い
全
世
帯
に
配
布
し
ま
し
た
。

　

災
害
別
に
、
被
害
予
測
や
被
害
範
囲
、
避

難
場
所
な
ど
を
示
し
て
い
ま
す
の
で
、
災
害

の
備
え
と
し
て
ぜ
ひ
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
を

受
け
付
け
ま
す

　

身
体
や
精
神
に
障
が
い
が
あ
る
人
が
所
有

す
る
軽
自
動
車
の
税
金
は
、
障
が
い
の
程
度

や
使
用
す
る
目
的
に
よ
っ
て
減
免
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
期

限
内
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
申
請
期
限　

５
月
24
日
㊌

（
期
限
を
過
ぎ
た
と
き
は
、
減
免
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
）

▼
申
請
窓
口　

税
務
課

▼
持
っ
て
く
る
も
の

納
税
通
知
書
、
印
か
ん
、
車
検
証
、
運
転
免

許
証
、
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど

●
問　

税
務
課　

課
税
係

　

☎
（
78
）
３
１
２
３

年
、
20
年
、
30
年
、
40
年
に
該
当
す
る
人

▼
申
込
期
限　

５
月
31
日
㊌

▼
持
っ
て
く
る
も
の

　

運
転
免
許
証
、
印
か
ん

●
問　

荒
尾
地
区
交
通
安
全
協
会

　

☎
（
68
）
４
９
４
９

心
肺
蘇
生
法
と
A
E
D
を
知
ろ
う
！

▼
内
容　

A
E
D
を
使
っ
た
救
命
講
習
会

▼
日
時　

5
月
21
日
㊐　

午
前
９
時
～
11
時

▼
場
所　

荒
尾
消
防
署　

３
階
講
堂

▼
定
員　

15
人
（
先
着
）

▼
参
加
費　

無
料

▼
そ
の
他　
電
話
に
て
事
前
申
込
が
必
要
で
す
。

●
申
・
問　

荒
尾
消
防
署　

救
急
係

　

☎
（
63
）
１
１
２
１

　

一
時
預
か
り
事
業
を
拡
充

　

未
就
園
児
を
持
つ
保
護
者
が
就
労
や
就
学
、

傷
病
・
入
院
な
ど
で
、
一
時
的
に
家
庭
で
お
子

さ
ん
を
保
育
で
き
な
い
場
合
に
、
保
育
園
で

お
子
さ
ん
を
お
預
か
り
す
る
一
時
預
か
り
事

業
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
町
立
六
栄
保
育
所
の

み
で
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
29
年
４
月
か

ら
は
、
長
洲
こ
ど
も
の
海
保
育
園
で
も
事
業

を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

▼
対
象
児
童

●
長
洲
町
内
に
住
所
が
あ
る
児
童
で
、
生
後

４
ヵ
月
以
上
～
就
学
前
の
児
童
（
未
就
園
児

に
限
り
ま
す
。）

●
長
洲
町
外
に
住
所
が
あ
る
児
童
で
、
保
護

畑
の
学
校
の
初
作
業
を
開
催
し
ま
す

　
「
畑
の
学
校
」
は
、
な
が
す
地
域
活
動
の

皆
さ
ん
が
、
耕
作
放
棄
地
を
再
生
し
た
農
地

で
食
育
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
春
野
菜
の
苗
植
え
と
種
ま
き
を

行
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
気
軽
に
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

５
月
７
日
㊐　

　
　
　
　

午
前
９
時
30
分
～

▼
場
所　

一
先
宮
公
園
近
く
（
長
洲
町
大
字

永
塩
１
５
０
３
番
地
２
）

●
問　

な
が
す
地
域
活
動　

 

増
岡

　

☎
０
９
０-

９
６
０
０-

１
４
６
９

５
月
リ
サ
イ
ク
ル
体
験
講
座

着
物
リ
フ
ォ
ー
ム

「
チ
ュ
ー
ニ
ッ
ク
」

▼
日
時　

５
月
24
日
㊌

　
　
　
　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
３
時

▼
講
師　

村
上
泰
代
子　

氏

▼
定
員　

10
人

▼
電
話
受
付
期
限　

　

５
月
16
日
㊋　

午
後
４
時
ま
で

●
申
・
問　

ク
リ
ー
ン
パ
ー
ク
フ
ァ
イ
ブ

　

☎
（
78
）
４
４
３
３

永
年
無
事
故
表
彰
の
申
請
を

受
け
付
け
て
い
ま
す

▼
対
象　

　

荒
尾
地
区
交
通
安
全
協
会
の
会
員
で
10

者
の
里
帰
り
出
産
に
よ
り
、
長
洲
町
内
に
在

住
し
て
い
る
児
童（
年
齢
要
件
は
、右
記
同
様
）

▼
預
か
り
時
間

 　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

　

※
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
、

施
設
休
業
日
を
除
く
。

▼
利
用
料
金

１
日
１
，５
０
０
円
（
別
途
、
初
回
保
険
料

２
０
０
円
が
必
要
で
す
）

▼
一
時
預
か
り
実
施
施
設

（
1
）
六
栄
保
育
所　

☎
（
78
）
０
９
５
４

（
2
）
長
洲
こ
ど
も
の
海
保
育
園

　
　

 

☎
（
78
）
０
４
０
６

▼
利
用
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

利
用
申
し
込
み
や
必
要
な
準
備
品
な
ど
の

問
い
合
わ
せ
は
、
利
用
を
希
望
す
る
園
へ
直

接
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

５
月
は
繁
殖
期
の
野
鳥
保
護
と

指
導
取
締
強
化
月
間
で
す

　

春
は
野
鳥
の
繁
殖
期
で
す
。
巣
立
ち
し
た

ヒ
ナ
が
地
面
に
落
ち
て
い
る
の
を
見
か
け
て

も
、
必
ず
親
鳥
が
保
護
し
ま
す
の
で
拾
わ
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

野
生
鳥
獣
（
メ
ジ
ロ
、
ホ
オ
ジ
ロ
な
ど
）

の
愛
が
ん
飼
養
目
的
の
捕
獲
は
、
鳥
獣
の
乱

獲
を
助
長
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。

●
問　

農
林
水
産
課　

農
林
水
産
係

　

☎
（
78
）
３
２
６
５

　

熊
本
県
自
然
保
護
課　

野
生
鳥
獣
班

　

☎
０
９
６-

３
３
３-

２
２
７
５
（
直
通
）
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臨
時
福
祉
給
付
金（
経
済
対
策
分
）

を
支
給
し
ま
す

▼
支
給
対
象
者

　

平
成
28
年
度
分
の
町
民
税
（
均
等
割
）
が

課
税
さ
れ
て
い
な
い
方
で
、
課
税
者
の
扶
養

親
族
で
な
い
人
（
支
給
対
象
者
に
は
、
申
請

書
類
を
郵
送
し
ま
す
）

▼
支
給
額

支
給
対
象
者
１
人
に
つ
き
１
５
，０
０
０
円

▼
申
請
期
間

５
月
８
日
㊊
～
10
月
31
日
㊋

※
土
日
、
祝
祭
日
を
除
く

※
５
月
８
日
㊊
～
12
日
㊎
は
、
午
後
７
時
ま

で
受
け
付
け
ま
す
。

※
５
月
13
日
㊏
、
14
日
㊐
は
、
午
前
９
時
か

ら
午
後
５
時
ま
で
臨
時
的
に
受
け
付
け
ま
す
。

▼
申
請
方
法

　

町
か
ら
郵
送
す
る
申
請
書
類
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

●
問　

福
祉
保
健
介
護
課　

福
祉
係

　

☎
（
78
）
３
１
３
５

剪
定
枝
チ
ッ
プ
機
を
利
用
し
て

み
ま
せ
ん
か

　

植
木
の
剪
定
枝
を
粉
砕
す
る
チ
ッ
プ
機
の

無
料
貸
し
出
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
営
利
を
目
的
と
し
た
利
用
は
で
き
ま
せ
ん

※
電
話
で
の
申
請
は
で
き
ま
せ
ん

▼
持
っ
て
く
る
物　

住
所
が
確
認
で
き
る
も

の
（
免
許
証
な
ど
）

▼
貸
出
期
間　

貸
出
開
始
日
か
ら
４
日
以
内

建
物
）

１
．
現
に
所
有
者
が
居
住
し
て
い
る
町
内
の

建
物

２
．
戸
建
て
木
造
住
宅
（
地
上
階
数
が
三
以

下
の
建
物
）

３
．
在
来
工
法
、
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
工
法
ま

た
は
伝
統
工
法
に
よ
っ
て
建
築
さ
れ
た

建
物

４
．
昭
和
56
年
５
月
末
ま
で
に
着
工
し
た
も

の
、
ま
た
は
平
成
28
年
熊
本
地
震
で
罹

災
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
建
物

５
．
建
築
基
準
法
に
係
る
違
反
が
な
い
建
物

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

●
問

①
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ

　

→
（
一
財
）
熊
本
県
建
築
住
宅
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
６
（
３
８
５
）
０
７
７
１

②
、
③
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ

　

→
建
設
課　

維
持
管
理
係

　

☎
（
78
）
３
２
４
１

特
設
人
権
相
談
所
を

開
設
し
ま
す

　

毎
年
６
月
１
日
は「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

で
す
。
こ
の
日
を
中
心
と
し
て
特
設
人
権
相

談
所
を
開
設
す
る
な
ど
、
一
層
の
人
権
尊
重

思
想
の
普
及
・
高
揚
に
努
め
る
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。

▼
開
設
場
所　

町
中
央
公
民
館

　
　
　
　
　
　
（
研
修
室
１
、２
）

▼
日
時　

６
月
１
日
㊍

　
　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

（
土
日
祝
日
含
む
）

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問　

住
民
環
境
課　

環
境
対
策
推
進
係

　

☎
（
78
）
３
１
２
２

環
境
美
化
と
交
通
安
全
の
た
め
、

農
作
業
後
は
道
路
に
泥
を
落
と
さ

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
！

　

車
道
や
歩
道
に
落
ち
た
農
作
業
後
の
泥

は
、
自
動
車
だ
け
で
な
く
歩
行
者
な
ど
の
通

行
の
妨
げ
と
な
り
、
事
故
の
原
因
に
も
な
り

ま
す
。
コ
ン
バ
イ
ン
・
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
を

使
用
し
た
農
作
業
後
は
泥
を
落
と
し
て
か
ら

公
道
へ
出
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
道
路
を

汚
し
て
し
ま
っ
た
と
き
に
は
、
泥
の
撤
去
・

清
掃
を
し
ま
し
ょ
う
。

●
問　

農
林
水
産
課　

農
林
水
産
係

　

☎
（
78
）
３
２
６
５

戸
建
て
木
造
住
宅
の
耐
震
化
を

支
援
し
ま
す
！

▼
事
業
の
概
要

①
耐
震
診
断
士
派
遣
事
業

　

本
人
負
担
額

　

図
面
あ
り
→　

５
，５
０
０
円

　

図
面
な
し
→
１
９
，０
０
０
円

②
耐
震
改
修
設
計
費
補
助
事
業

　

補
助
率
：
３
分
の
２
以
内
（
上
限
20
万
円
）

③
耐
震
改
修
工
事
費
補
助
事
業

　

補
助
率
：
２
分
の
１
以
内
（
上
限
60
万
円
）

▼
対
象
住
宅
（
次
の
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る

▼
相
談
員　

人
権
擁
護
委
員
（
敬
称
略
）

浦
田　

明
子（
平
原
）　

山
内　

順
子（
高
田
）

川
津　

壽
治（
駅
通
）　

入
口　

秀
記（
磯
町
）

▼
相
談
内
容　

家
庭
内
・
近
隣
間
な
ど
の
も

め
ご
と
、
相
続
・
金
銭
問
題
な
ど
で
の
悩
み
ご

と
、
い
じ
め
・
差
別
等
の
人
権
問
題
、
そ
の
他

心
配
ご
と
や
悩
み
ご
と
な
ん
で
も
結
構
で
す
。

▼
そ
の
他　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く

守
り
ま
す
。

●
問　

住
民
環
境
課　

戸
籍
住
民
係

　

☎
（
78
）
３
１
１
６

　

熊
本
地
方
法
務
局
玉
名
支
局

　

☎
（
72
）
２
３
４
７

ニ
ー
ト
、
ひ
き
こ
も
り
、
不
登
校

な
ど
の
お
悩
み
は
Ｃ
こ
　
　
こ
　
　
ん

Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｎ

ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い

　

熊
本
県
子
ど
も
・
若
者
相
談
セ
ン
タ
ー
～

Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｎ
～
こ
こ
ん
は
、
ニ
ー
ト
、
ひ
き

こ
も
り
、
不
登
校
な
ど
子
ど
も
・
若
者
を
対

象
と
し
た
総
合
相
談
窓
口
で
す
。

　

当
セ
ン
タ
ー
で
の
相
談
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
支
援
を
提
供
で

き
る
機
関
と
連
携
し
、
利
用
者
が
よ
り
よ
い

支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
心
掛
け
て
い
ま
す
。

　

対
象
は
、
15
歳
～
40
歳
未
満
の
人
と
そ
の

家
族
、
友
人
、
知
人
で
す
。
ま
ず
は
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
問　

熊
本
県
子
ど
も
・
若
者
相
談
セ
ン

タ
ー
～
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｎ
～
こ
こ
ん

　

☎
０
９
６-

３
８
７-

７
０
０
０

メ
ー
ルkow

aka-cocon@
w

ind.ocn.ne.jp
狂犬病予防注射

　「狂犬病予防法」では、屋外・室内犬問わず、
飼い犬の登録と毎年１回の狂犬病予防注射が義
務付けられています。
■対　象　生後91日以上の犬
■費　用　3,070円/一頭
（注射料金2,570円、注射済票交付手数料500円）
＜会場での注意事項＞
・飼い犬が一番慣れた人が連れてきてください。
注射の際に飼い犬に噛まれる恐れがあります。
・首輪をきちんと強く締めてください。興奮して
逃げ出すなど、事故につながることがあります。
・会場では混雑が予想され
ますので、できるだけお釣り
のないようご協力をお願い
します。

平成29年度犬登録および狂犬病予防集合注射日程表
月　日 受付時間 会　場

5月24日㊌
午前 ９時30分 ～10時30分 上沖洲公民館
午前11時 ～ 正午 腹赤児童公園
午後 １時30分 ～ ３時30分 清源寺児童公園

5月25日㊍

午前 ９時30分 ～10時30分 赤崎公民館
午前11時 ～ 正午 古城学習センター
午後 １時30分 ～ ２時30分 立野公民館
午後 ３時 ～ ４時 永方公民館

5月26日㊎

午前 ９時 ～ ９時30分 宮野台公園
午前10時 ～10時30分 鷲巣公民館
午前11時 ～ 正午 向野北集会所
午後 １時30分 ～ ２時30分 梅田公民館
午後 ３時 ～ ４時 新山集会所

5月28日㊐
午前 ９時30分 ～ 正午 町民研修センター
午後 １時30分 ～ ３時30分 役場駐車場

※雨天の場合でも実施します。
問　住民環境課　環境対策推進係　（☎78-3122）

○
猫
を
飼
う
と
き
は
室
内
で

　
　

ネ
コ
は
飼
い
主
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
近
所
に
迷
惑
を
か

け
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
病
気
や
交
通
事
故
か
ら

守
る
た
め
に
も
で
き
る
だ
け
屋
内
飼
育
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

○
自
宅
の
中
の
決
ま
っ
た
場
所
で
排
せ
つ
を
さ
せ
ま
し
ょ
う

　
　

外
飼
い
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た
ネ
コ
を
屋
内
飼
育
す
る
こ
と
は

困
難
で
す
。
自
宅
で
排
せ
つ
で
き
る
よ
う
に
し
つ
け
を
し
て
、

近
所
に
ふ
ん
尿
の
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
野
良
猫
を
増
や
さ
な
い
た
め
に

　
　

飼
い
主
の
い
な
い
猫
に
エ
サ
を
与
え
る
と
、
そ
の
場
所
に
住

み
着
き
、
フ
ン
な
ど
に
よ
り
近
所
の
迷
惑
に
な
り
ま
す
。
安
易

に
エ
サ
を
与
え
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
飼
い
主
は
自
覚
と
責
任
を
！

　
　

あ
な
た
と
愛
猫
が
毎
日
楽
し
い
暮
ら
し
を
し
て
い
る
と
し
て

も
、
ど
こ
か
の
誰
か
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
と
し
た
ら
正
し
い

飼
い
方
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
動
物
が
嫌
い
な
人
、
苦
手
な
人
に

も
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
を
守
り
、
家
族

の
一
員
と
し
て
責
任
を
持
っ
て
飼
い
ま
し
ょ
う
。

●
問　

住
民
環
境
課　

環
境
対
策
推
進
係

　

☎
（
78
）
３
１
２
２

　
飼
い
主
と
し
て
の
マ
ナ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
守
れ
て
い
ま
す
か

長洲町人材バンクのご紹介
　長洲町人材バンクは、さまざまな分野において、貴重な経験、豊かな知識や技
能などを持つ人材を発掘し、その情報を提供することにより、町民の皆さんの多
様な学習や活動を支援し、豊かな地域社会をつくることを目的としています。

・登録者名簿の問い合わせ先に利用者が直接連絡し、利用を申し込みます。
・利用内容について、登録者と十分に打ち合わせをしてください。
・利用者は登録者に対し、基本的に 500 円程度（町内）の交通費をお支払いください。
・交通費以外の料金については、登録者名簿に明記されていない場合、登録者との交渉

となります。
・人材バンクを利用された人は、「利用報告書」を町役場に提出してください。
※詳しくは町ホームページをご覧ください。

登録分野 内　　容

01 教育一般
生涯学習一般、乳幼児教育、青少年教育、成人教育、高齢者教育、
ものづくり、政治、経済、法律、文化財、郷土史、数学、地理、物理、
天文、地学、生物、動植物、医学、薬学、環境問題、自然保護など

02 福祉一般 健康管理、家庭医学、介護、歯科、体力づくりなど

03 産業・経済 農林、水産、商工、土木建築、観光、電気、機械、コンピュータ、
通信など

04 文化・芸術 美術、工芸、書道、音楽、芸能、舞踊、文芸、華道、茶道など

05 スポーツ・レクリ
エーション

体操、陸上競技、球技、格技、水泳、野外活動、ダンス、エアロ
ビクス、レクリエーションなど

06 家庭生活・趣味 礼儀、作法、料理、手芸、編物、園芸、囲碁、将棋、手品、折紙など

07 市民生活・国際関
係・コミュニティ

地域活動、防災対策、救急法、地方行政、語学、国際協力、司会、
イベント企画、ボランティアなど

08 その他 上記の分類に属さないもの

ホームページでは、下記の登録分野別の登録者名簿を公開しています。登録分野

利用
区の行事、老人会、婦人会、PTA、子ど
も会、介護予防拠点施設での活動などに
ご利用ください。
「正式に習う自信はないけど試しに少し
だけ習ってみたい…」などの利用も歓迎
します。

登録
得意なことや資格がある人はぜひ登録を
お願いします。
「資格はあるけど、経験が浅いからス
テップアップのために教えたい」「資格
はないけど教えることができます」とい
う人の登録も歓迎します。

問　総務課　秘書係（☎78-3113）

登録者 町 利用者
登録

登録済証の発行 利用報告

指導・協力

依頼・支払

皆さんの
いろいろな活動
にご活用ください

利
用
の
流
れ

情報提供
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＜5月28日㊐＞

【軽トラ市】
・時　間　午前8時～
長洲町商工会　☎ 78-0410

【ものづくり教室】
・時　間　①午前10時～

②午後1時～
・内　容　円形木琴
・参加費　無料
　まちづくり課　商工観光係
　☎ 78-3219

イベント情報
金魚と鯉の郷広場

問　まちづくり課　商工観光係　☎ 78-3219

ふ れきんちゃんが行く！
　4月16日、えがお健康スタジアムで行われた『熊本復興支援マッ
チ』にロアッソ熊本の応援に行ってきました。
　熊本地震から1年の大切な試合をみんなで盛り上げました。

【委員長】　富﨑　太一（東荒神区）
　長洲町合併60周年の節目に開催される「のしこら祭2017」。
みんなで楽しめる夏のイベントになるよう精一杯取り組んで参ります。
　どうぞよろしくお願いします。

のしこら祭実行委員決定！

～ 8月26日㊏ 開催決定 ～

【副委員長】　大石　洋（東荒神区）
　長洲町の皆さんにとって夏の思い出に残る
楽しい祭りを企画しますので、ご来場よろし
くお願いします。

【副委員長】　野田　裕誠（宝町区）
　新たなメンバーでスタッフの皆さんと共
に、思い出に残るのしこら祭を作り上げてい
きますので、楽しみにしてください！

一緒に祭りを盛り上げませんか？
のしこら祭企画委員随時募集中！

▲左から大石副委員長、富﨑委員長、野田副委員長

金魚と鯉の郷広場

Nagasu 2017.519

広告

シルバー会員募集中! !
長洲町在住で60歳以上の方、元気に仲良く一緒に働きましょう！
多くの仲間が待っています。家計の足しにもなりますよ！

まずは0968-78-4642にお電話下さい!!
色んな仕事がありますよ！

公益社団法人長洲町シルバー人材センター　場所：長洲町古城公園内

各種相談できます
相　　談 日　　時 場　　所 問い合わせ

家計管理相談 5 月   1 日㊊
5 月 15 日㊊ 午前 10 時～午後 3 時 役場２階相談室 総務課　総務係（☎ 78-3113）

生活とこころの無料相談会 5 月   2 日㊋ 午後 1 時 30 分～ 4 時 30 分 すこやか館 総務課　総務係（☎ 78-3113）

定例行政相談 5 月 24 日㊌ 午後２時～４時 町中央公民館 総務課　総務係（☎ 78-3113）

国民・厚生年金相談 5 月 23 日㊋ 午前 10 時～午後 3 時 荒尾市役所 日本年金機構玉名年金事務所
（☎ 74-1612）

夜間納税相談窓口 5 月 11 日㊍
5 月 25 日㊍ 午後 8 時まで 税務課窓口 税務課　収納対策推進係

（☎ 78-3124）
注）家計管理相談、生活とこころの無料相談会、国民・厚生年金相談は、事前に電話での予約が必要です。

相　　　談

●職務内容
【農業委員・農地利用最適化推進委員（担当地区内）】
　総会などへ出席し、農地法などに基づく農地の
権利移動・農地転用などの許可について審議、助言
　農地などの利用の最適化（農地利用の集積・集
約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促
進）の推進などに伴う農地利用状況調査・意向調査
などの現場活動
●募集人数　
農業委員  10人
農地利用最適化推進委員  ８人
※腹赤地区　３人　六栄地区　３人　長洲、清里
地区２人
●任期
農業委員
平成29年10月31日㊋～平成32年10月30日㊎
農地利用最適化推進委員
農業委員会が委嘱する日から平成32年10月30日㊎
●報酬
農業委員　年額155,000円
農地利用最適化推進委員　年額150,000円

農業委員と農地利用最適化推進委員を募集します
　農業委員会等に関する法律改正で、農業委員の選出方法が選挙制から町長の任命制に変わり、新たに農業委員会が委嘱
する農地利用最適化推進委員が新設されましたので、農業委員と農地利用最適化推進委員の推薦、および募集をします。

問　農業委員会　（☎78-3272）

●応募資格
　農業に関する識見を有し、農地などの利用の最適化の推進に関する事項
その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、職務を適切に行うことが
できる人。ただし、次のいずれかに該当する人は推薦、応募できません。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受け

ることがなくなるまでの人
・農業委員または農地利用最適化推進委員と兼職を禁止されている職にあ

る人
・長洲町暴力団排除条例第２条に規定する暴力団員または暴力団関係者で

ない人
※農業委員と農地利用最適化推進委員の兼任はできません
●応募方法
所定の様式（個人推薦・団体推薦・応募（自薦）のいずれか）に必要事項
を記載し、郵送か持参。
※持参の場合は町役場開庁日の午前８時30分から午後５時15分まで
※所定の様式は農業委員会事務局で配布するほか、町ホームページからも
ダウンロードできます。
※推薦または応募いただいたあとは、関係法令などに基づき、評価・選考
し候補者を決定します。（推薦または応募いただいても、必ず候補者に決
定されるわけではありません）
※法律の規定などにより、推薦応募内容の住所、電話番号などを除き公表
されますのでご了承ください。
●受付期間
５月８日㊊～６月７日㊌（必着）
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